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改訂公開草案に対するコメントレターの方向性の検討（総括表） 

 

 

ディスカッション・ポイント 

・改訂公開草案については、当初の公開草案から ASBJのコメントもかなり反映され、改善さ

れていると考えられるが、次の個別の項目の論点及びこれら以外にコメント対応すべき点の有

無について、ご意見をいただきたい。 

 

個別のコメントの方向性 

 項目 
改訂公開草案に 

おける提案内容 
検討すべき点 

対応とコメントの 

方向性 

１ 履行義

務の識

別 

契約に複数の財又

はサービスが含まれ

る契約において、契

約に含まれる財又は

サービスが区別でき

る場合に、別個の履

行義務として会計処

理単位を分けること

が提案されている。 

また、区別できる

と判断するための要

件が提案されてい

る。 

 28 項で区別できるかどう

かの要件が置かれ、28 項

に関わらず単一の履行義

務と判断される要件が 29

項で提案されているが、単

一の履行義務と判断する

範囲は適切か。また、28

項、29 項の内容は実務に

おいて十分に機能するか。

 例えば、29 項で満たすべ

き要件の１つに「財又はサ

ービスの束」が「大幅に修

正又はカスタマイズされ

る」というものがあるが、

この要件で判断可能か。 

 左記の点について、

利用者、作成者、監

査人等幅広い関係者

からの意見も踏ま

え、ASBJ としての

意見形成を行っては

どうか。 

２

☆ 

履行義

務の充

足 

収益認識の時期に

ついては、2つの種類

の履行義務（(1) 一

定の期間にわたり充

足される履行義務と

(2) 一時点で充足さ

れる履行義務）に区

分して判断すること

が提案されている。

提案では(1)の履行

義務に区分されるた

 35項及び 36項の一定の期

間にわたり充足される履

行義務の要件は実務にお

いて十分に機能するか。 

 例えば、35項(a)の要件（企

業の履行により、資産が創

出されるか又は増価し、資

産の創出又は増価につれ

て顧客が当該資産を支配

する。）を満たす履行義務

は想定しにくいのではな

 同上 
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 項目 
改訂公開草案に 

おける提案内容 
検討すべき点 

対応とコメントの 

方向性 

めの要件が定められ

ており、当該要件に

該当しなければ(2)

の履行義務と判断す

ることが提案されて

いる。 

いか。 

 また、35項 b(iii)の要件（支

払を受ける権利）に該当す

るかどうかが適用のポイ

ントとなると思われるが、

この要件で判断可能か。 

３ 履行義

務の充

足 

一時点で充足され

る履行義務と判断さ

れた場合において、

履行義務の充足時点

を判断するにあたっ

て考慮する５つの指

標が設定されてい

る。 

 37 項（左記）の内容で特

段大きな問題はないと考

えている。 

 コメント対象としな

い方向で考えている

が、特に指摘すべき

事項はあるか。 

４

☆ 

認識す

る収益

の累計

額の制

限 

企業が権利を得る

こととなる対価の金

額に変動性がある場

合には、認識する収

益の累計額は、企業

が権利を得ることが

合理的に確実な金額

を超えてはならない

ことが提案されてい

る。 

 合理的に確実かどうかの

判断では、「企業の経験が

対価の予測に役立たない」

指標（82項）を参照する。

この指標に該当すると合

理的に確実でないと判断

され、収益認識金額がゼロ

となるようにも取れるが、

対価の一部について収益

を認識すべき場合がある

と考えられる。現在の提案

の記載内容では部分的に

収益を認識できるかどう

かが明確ではないのでは

ないか。 

 収益認識の制限を設

けるという提案には

基本的に同意する。

 ただし、左記の点に

ついて、部分的に収

益を認識できるこ

と、例えば、変動対

価の中で固定部分と

狭義の変動部分を区

別し固定部分を認識

するということを明

示するように提案し

てはどうか。 

５

☆ 

不利な

履行義

務 

一定の期間にわた

り充足される履行義

務で、かつ、契約開

始時において1年超

の期間にわたり充足

すると見込まれる履

 一定の期間にわたり充足

される履行義務のうち1年

以内に充足されるもの及

び一時点で充足される履

行義務は、不利テストの対

象外となっているが、範囲

 不利な履行義務の判

断の対象範囲の妥当

性について、利用者、

作成者、監査人等幅

広い関係者からの意

見も踏まえて ASBJ
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 項目 
改訂公開草案に 

おける提案内容 
検討すべき点 

対応とコメントの 

方向性 

行義務について、当

該履行義務の充足に

関して損失が見込ま

れる場合には、負債

及び対応する費用を

認識すべきであると

提案されている。 

として適切か。 

（例えば、現行基準では

工事契約に損失が見込ま

れる場合は、期間に関わ

りなく損失の認識が要求

されている。） 

としての意見形成を

行ってはどうか。 

６

☆ 

回収可

能性 

 収益に関連する債

権に係る回収不能見

込額は、収益とは別

個の損益項目として

処理し、回収不能見

込額の事後の変動分

を含めて収益科目に

隣接して表示するこ

とが提案されてい

る。 

 提案では、信用リスクの有

無にかかわらず、収益は契

約により取り決められた

対価により認識されるが、

信用リスクが高く、その信

用リスクを契約対価に反

映しているような取引で

は、信用リスクを反映して

いない財又はサービスの

価格との差異を容易に把

握できるよう、信用リスク

に係る表示を収益に隣接

して表示することは有用

であり同意できると考え

られる。 

 提案の収益に隣接表示す

る回収不能見込額には、当

期の収益に関連する回収

可能性だけでなく、信用リ

スクの事後の変動分が含

まれるため、収益情報につ

いて誤解を招く可能性が

ある。 

 企業の取引の特性を

反映し、原則的には

提案通り、予想損失

額を収益に隣接して

表示することを要求

し、例外として回収

可能性に高いリスク

を伴わない取引から

生じる予想損失額に

ついては、隣接表示

を要求しないことと

してはどうか。 

 予想減損損失を当初

と事後に区分して表

示をすることが本来

的には適切である

が、区分することが

実務上可能かどうか

について、利用者、

作成者、監査人等幅

広い関係者からの意

見も踏まえ、ASBJ

としての意見形成を

行ってはどうか。 

７ 開示 年度の開示では、

収益の認識基準等の

定性的情報に加え、

定量的な情報の開示

 2010 年公開草案での提案

が維持されており、広範な

開示が求められているが、

コストとベネフィットの

 利用者、作成者、監

査人等幅広い関係者

からの意見も踏ま

え、ASBJ としての
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 項目 
改訂公開草案に 

おける提案内容 
検討すべき点 

対応とコメントの 

方向性 

（収益の分解表示、

契約資産・負債の調

整表、未充足の履行

義務の満期分析、契

約コストや不利な履

行義務による債務の

情報等）が提案され

ている。 

 

 

面で妥当と言えるか。 意見形成を行っては

どうか。 

８

☆ 

開示 中間財務報告（我

が国では四半期財務

諸表及び中間財務諸

表）では、重要性が

ある場合に、定量的

な情報の開示（収益

の分解表示、契約資

産・負債の調整表、

未充足の履行義務の

満期分析、契約コス

トや不利な履行義務

による債務の情報

等）を行うことが提

案されている。 

 重要性がある場合、中間財

務報告においても年度と

同様の定量的情報の開示

が求められるが、コストと

ベネフィットの面で妥当

と言えるか。 

 同上 

９ 製品保

証 

製品保証について

は、顧客が追加で購

入することを選択で

きる製品保証につい

ては、別個の履行義

務として取り扱い、

契約対価を製品の対

価と保証サービスに

配分することが提案

されている。 

また、顧客が別個

 追加的なサービスの判断

については、B13 項で提案

された指標（a.法律で要求

されているか、b.保証期間

の長さ、c.企業が約束して

いるサービスの内容）に照

らして判断が行われるこ

とになるが、適用において

実務上問題はないか。 

 提案内容は、理論的

な整合性をある程度

維持しながら実務に

も配慮した提案とな

っていると考えられ

るため、基本的には

同意できると考えて

いる。 

 ただし、左記につい

て、利用者、作成者、

監査人等幅広い関係
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 項目 
改訂公開草案に 

おける提案内容 
検討すべき点 

対応とコメントの 

方向性 

に購入を選択できな

い製品保証について

は、その製品保証に

追加のサービスが含

まれていなければ、

負債計上し、追加の

サービスが含まれる

場合は、追加サービ

スを別個の履行義務

として取り扱い、対

価の一部を配分する

ことが提案されてい

る。 

者からの意見も踏ま

え、ASBJ としての

意見形成を行っては

どうか。 

10 ライセ

ンス 

ライセンス供与契

約について、ライセ

ンスの便益を得るた

めに不可分のサービ

スが契約に含まれる

場合でない限り、供

与により顧客が支配

を獲得した一時点で

収益認識することが

提案されている（た

だし、顧客による支

配の獲得があって

も、ライセンスの対

価が合理的に確実で

ない場合、合理的に

確実となるまで収益

は認識されない。）。 

 ライセンス供与における

企業の履行義務は契約期

間にわたり充足されると

いう考え方を取らず、すべ

て一時点の収益認識とす

ることが B34 項において

提案されているが、理論

面、実務面の問題はない

か。 

 売上ベースのロイヤルテ

ィ収益については、変動対

価の定めにおける「合理的

に確実」の判断基準と整合

的でない取扱い（顧客の売

上が発生する時点まで不

確実性が解消されない）と

する提案は妥当と言える

か。 

 ライセンス契約にお

ける企業の履行義務

とは何か、という点

も含め、実務面の問

題について利用者、

作成者、監査人等幅

広い関係者からの意

見も踏まえ、ASBJ

としての意見形成を

行ってはどうか。 

 売上ベースのロイヤ

ルティ収益に関する

例外は設定する必要

性がないことをコメ

ントする方向でどう

か。 

11

☆ 

他基準

への収

益基準

原則の

企業の経常的活動

ではない非金融資産

(有形固定資産等)の

移転に、収益基準の

 この改訂公開草案では、棚

卸資産やサービス等の移

転が想定されているが、こ

れらは通常、短期間に売却

 左記の点を指摘して

はどうか。 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。



審議事項（３） 
（収益専門委員会資料） 

6 
 

 項目 
改訂公開草案に 

おける提案内容 
検討すべき点 

対応とコメントの 

方向性 

適用 支配と測定に関する

規定を適用すること

が提案されている。 

や消費が行われる。これに

対して、有形固定資産等の

非金融資産では、①売却の

他使用が前提となる、②長

期間の使用が想定される、

③価値の変動が棚卸資産

より通常大きい、④買戻し

契約等の継続的関与も棚

卸資産より多く見られる、

等の特徴がある。改訂公開

草案では、こうした有形固

定資産の財やサービスと

異なる特性については検

討されておらず、収益基準

の支配と測定に関する規

定をそのまま適用するこ

とについては、有形固定資

産等の特徴を踏まえて検

討すべきである。 
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（参考）2010年公開草案への ASBJコメントに対する対応状況 

項目 コメント内容 改訂公開草案の内容 コメントの反映状況  

契約の

分割・結

合 

契約の分割を行わな

いことを主張。締結後

の条件変更が分割後

の一部分にかかるも

のか、全体にかかるも

のか明確でないケー

スもあるため。 

契約の分割の提案は削除さ

れた。なお、価格の相互依存

性の考え方は、履行義務に対

する取引価格の配分のSTEP

に引き継がれている。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

契約の

変更 

価格の相互依存性に

より、契約の変更を別

個の契約とするか原

契約の一部とするか

判断することを支持。

ただし、履行義務との

価格の相互依存性に

よるべき。 

同  上 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

履行義

務の識

別 

区別できるかどうか

の判断において他の

企業を参照しないこ

とを主張 

他の企業の参照は取り下げ

られた。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

履行義

務の識

別 

区別できる機能の要

件はそうでない財や

サービスと区別する

ために不十分（他の財

と一緒に効用がある

とするとほとんどの

ものが該当する）であ

り明確化すべきと主

張。 

区別できる要件の一つとし

て、それ自体又は顧客が容易

に利用できる他の資源と一

緒に使用できる場合と説明

されている。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。説明が追加さ

れており、容易に理解で

きるよう改善しようと

されていると考えられ

る。ただし、これで理解

されるかどうかという

点は要検討。 

 

１

履行義

務の識

別 

区別できる利益マー

ジンの説明が十分で

ない。区別できるリス

クにさらされている

場合の説明が必要。 

利益マージンの要件は削除

された。その代りに、（リス

クが不可分である状況を示

すと思われる）単一の履行義

務と判断する要件が設定さ

れた。 

ASBJ の主張に近いも

のに落ち着いたと思わ

れる。ただし、単一の履

行義務と判断するため

の要件が、ワークするか

どうか要検討。 

１
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項目 コメント内容 改訂公開草案の内容 コメントの反映状況  

支配の

移転 

一時点の移転と連続

的移転の指標を区別

すべきと主張。 

一時点における履行義務の

充足と一定の期間にわたる

履行義務の充足に区分して

整理されている。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。指標が入れ替

えられているため、それ

については要検討。 

３

支配の

移転 

連続的移転の判断は

ガイダンスではなく

原則として定められ

るべきと主張。 

一定の期間にわたる履行義

務の充足は要件として定め

られている。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

支配の

移転 

連続的移転の指標に

は解約の場合に顧客

がそれまでの履行に

対する支払義務を負

う場合を追加すべき

と主張。 

一定の期間にわたる履行義

務の充足の要件には、企業が

これまでの履行に対する対

価を受取る権利を有する、と

いう要件が含まれている。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

ただし、提案された要件

の構成でワークするか

については要検討。 

２

変動対

価 

合理的に見積れる場

合のみ履行義務の充

足から収益を認識す

ることに同意。 

合理的に見積ることができ

るという内容が合理的に確

実（reasonably assured）と

いう表現に代わって収益認

識の制限として維持されて

いる。 

なお、これに加えて売上ベー

スのロイヤリティに関する

別個の取扱いが設定されて

いる。 

収益認識の制限と位置

づけられたことにより、

履行義務に配分される

ための取引価格の見積

りは別の枠組みで行わ

れることになった。 

４

変動対

価 

確率加重による金額

のみを採用すること

に不同意。 

確率加重による金額に加え、

最も発生の可能性の高い金

額が追加された 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

信用リ

スク 

信用リスクは取引価

格に反映しないこと

を主張。 

信用リスクは、事後の変動も

含め、別の損益項目として収

益に隣接して表示 

取引価格に反映しない

ことについては、ASBJ

の主張は反映されてい

る。しかし、事後の変動

を合算することは主張

していない。 

 

 

６
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項目 コメント内容 改訂公開草案の内容 コメントの反映状況  

貨幣の

時間価

値 

対価について時間価

値の調整を行うこと

に同意 

時間価値の調整は、財務要素

が重大な場合に実施。また、

履行義務の充足と顧客から

の支払いの間隔が1年以内で

あれば、重大な財務要素の判

断を省略できることが実務

上の便宜として追加された。

ASBJ の主張は反映さ

れている。実務上の便宜

は要請していなかった

が、それが加えられるこ

とに対して特に反対し

なくてもよいように思

われる。 

 

取引価

格の配

分 

取引価格を識別され

た履行義務の独立販

売価格の比率で配分

することに同意。ただ

し、事後の価格変動を

契約時と同じ基礎に

より配分することに

は同意しない（一部の

履行義務にのみ関連

する場合があるた

め）。 

一定の場合に残余法的な配

分方法が採用できることを

追加。また、一定の条件を満

たす場合に、取引価格の一部

を特定の履行義務に配分す

ることに変更。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

履行コ

スト 

提案には同意するが、

識別された資産を棚

卸資産や無形資産に

含めることには反対。

区別すべきと主張。 

棚卸資産や無形資産に含め

る例示は無くなっているが、

どう表示するか自体がどこ

にも示されなくなっている。

ASBJ の主張に近いも

のとなっている。 

 

不利テ

スト 

不利な履行義務の判

断に直接関連するコ

ストを用いることに

同意。 

コストの概念は 2010 年公開

草案の内容を維持。 

不利テストの範囲について

は、一定の期間にわたり充足

される履行義務のうち、長期

のものに限定している。 

コストの概念について

は同意した内容が維持

されている。 

不利テストの範囲に対

しては意見を述べてい

ないが2010年公開草案

から変更されている。 

５

開示 

（満期

分析） 

履行義務の満期分析

は、充足される時期や

金額が合理的に見積

れない場合の取扱い

（定性情報に留める

定めが置かれていた定量情

報の開示の期間帯が取り下

げられ、企業の判断に委ねら

れることとなった。定性情報

の使用は許容されているが、

ASBJ の主張は採用さ

れていない。 

７
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項目 コメント内容 改訂公開草案の内容 コメントの反映状況  

等）を定めるべきであ

ると主張。 

定量情報との組み合わせと

してであり、定性情報のみと

することは許容されていな

い。 

開示 

（収益

の分解

表示） 

収益の分解に同意す

るが、他の IFRSとの

関連の開示には不同

意。 

他の IFRSとの関連の説明を

求める要求事項は削除され

ている。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

 

遡及適

用 

遡及適用には同意す

るが、適用までの十分

な準備期間を取るこ

とを主張。 

遡及適用を維持しつつ、いく

つかの経過措置を設けてい

る。 

ASBJ の主張とは異な

っているが、特に反対す

る必要はないと思われ

る。 

 

返品権 返品権や買戻し契約

のような不確定な数

量を販売する場合の

原則は、変動対価とは

別に定めるべきと主

張。 

変動対価と同じ考え方を用

いることが明示されている。

ASBJ の主張は採用さ

れていない。 

 

製品保

証 

保険的保証について

は支持。品質保証的保

証の会計処理は支持

せず、引当とすべきと

主張。 

選択可能な保証は別個の履

行義務とし、約束した仕様に

適合する（欠陥のない）製品

の提供を保証するための製

品保証は引当として処理。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。ただし、追加

的なサービスの取扱い

が付け加わっているた

め、その部分について要

検討。 

９

ライセ

ンス 

独占的かどうかの線

引きで収益認識パタ

ーンを判断すること

に同意。独占的ライセ

ンスの付与に関して

リースプロジェクト

との整合性に言及。 

 

 

 

 

基本的にライセンス供与は

一時点の移転として整理。 

同意した内容が変更さ

れている。 

 

10
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項目 コメント内容 改訂公開草案の内容 コメントの反映状況  

無形資

産や非

金融資

産の売

却 

収益モデルの原則を

適用することに同意

する。（通常活動のア

ウトプットに含まれ

る不動産の販売契約

の結果との整合性を

考慮すべき。） 

2010 年公開草案の内容を維

持。 

ASBJ の主張は反映さ

れている。 

11

 

以 上 
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